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１．はじめに

• 指導教諭は，2007（平成19）年の学校教育法改正
により新たに設けられた職であり，同法第37条第
10項では「指導教諭は，児童の教育をつかさどり，
並びに教諭その他の職員に対して，教育指導の
改善及び充実のために必要な指導及び助言を行
う」と規定している。
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１．はじめに

• 新たな職としての「指導教諭」に関する先行研究として，川
口（2010）は，「新たな職」が法制化される中での配置実態
とそれをめぐる教育委員会の動向や対応を分析している。

• 導入2年目の2009年度の状況について，「指導教諭の配置
は、全体傾向として消極的であるといえ、以前よりいわゆる
『スーパーティーチャー』制度を採用している自治体であっ
ても、配置していない自治体が多い」とし，その要因を群馬
県と山口県を事例に分析しており，主幹教諭と異なり加配
措置がなされていないことが背景にあることを明らかにして
いる。

• 但し，その後の状況はフォローされていない。
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１．はじめに

• 押田（2019）では、指導教諭の配置と職務を調査
報告してきたが、全国の都道府県・政令指定都市
における実態を把握し切れていない。

• そこで本報告では，2007(平成19)年の学校教育法
改正により導入された指導教諭制度の現状と課題
について，報告者が2019(平成31)年2月に実施し
た都道府県・政令指定都市への質問紙調査をもと
に検討する。
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２．指導教諭の配置状況

全国の指導教諭の配置状況

• 導入当初の2008（平成20）年度には8県市で428人
• 2018（平成30）年4月1日現在，全国67都道府県・
政令市のうち25都府県市（約37％）に2,580人配置
されている。（主幹教諭は、57都道府県市に21,228人）

• 岩手県，東京都，石川県，三重県，京都府，大阪府，
岡山県，広島県，徳島県，香川県，高知県，福岡県，
佐賀県，長崎県，熊本県，大分県，宮崎県，相模原市，
京都市，大阪市，堺市，岡山市，広島市，北九州市，
福岡市
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２．指導教諭の配置状況

6
出典：文部科学省『公立学校教職員の人事行政状況調査について』より筆者作成

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
人数 428 737 1,003 1,219 1,470 1,680 1,873 2,098 2,269 2,499 2,580
県市数 8 17 17 20 20 22 23 24 24 24 25
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図１：指導教諭配置の推移

人数 県市数

No. 都道府県 合計 小 中・義 高・等 特支 備考

合計 2,580 1,192 713 535 140
3 岩手県 88 21 18 38 11

13 東京都 329 143 70 83 33

17 石川県 15 9 6

24 三重県 95 68 27

26 京都府 37 14 8 12 3

27 大阪府 496 228 164 76 28

33 岡山県 246 95 55 79 17

34 広島県 29 6 9 12 2

36 徳島県 121 58 32 24 7

37 香川県 71 41 30

39 高知県 4 1 3

40 福岡県 164 55 19 79 11

41 佐賀県 229 137 51 35 6

42 長崎県 18 7 1 10

43 熊本県 12 11 1

44 大分県 142 65 36 41

45 宮崎県 80 33 21 21 5

54 相模原市 5 5 H30新設

59 京都市 28 13 10 2 3

60 大阪市 125 68 50 7

61 堺市 80 42 33 4 1

63 岡山市 55 27 28

64 広島市 4 2 1 1

65 北九州市 63 32 23 8

66 福岡市 44 22 18 1 3

7出典：文部科学省『平成29年度公立学校教職員の人事行政状況調査について』より筆者作成

表１：平成30年度都道府県校種別の指導教諭配置状況（抜粋）

２．指導教諭の配置状況

• 小・中・高・特別支援の各学校（13都府県市）
岩手県，東京都，京都府，大阪府，岡山県，広島県，徳島県，
福岡県，佐賀県，宮崎県，京都市，堺市，福岡市

• 義務制学校のみ（5県市）：
石川県，三重県，香川県，高知県，岡山市

• 小学校のみ（1県）：相模原市

• 小・中・特支（2市）：広島市，北九州市

• 小・中・高（3県市）：長崎県，大分県，大阪市

• 県立学校のみ（1県）：熊本県

都道府県市による配置方針の相違が考えられる。
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３．都道府県・政令指定都市への質問紙調査
（１）調査の概要

• 2019（平成31）年2月に「指導教諭制度に関する
質問紙調査（都道府県・政令指定都市）」を行った
（郵送法）。

• 質問項目は
• 「配置の有無」，
• 「配置校種とその理由」，「配置基準」，
• 「登用の要件」，「選考方法」，
• 「役割期待」，「成果と諸課題」，
• 「未配置の理由」，「配置計画」，
• 「配置上の諸課題」
等である。
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３．都道府県・政令指定都市への質問紙調査
（１）調査の概要

• 回収数は41件（67件送付）で回収率61.2％である。

【内訳】

• 都道府県は27件で57.4%
• 政令指定都市は14件で70％

• 回収された内，指導教諭を配置しているのは15件
で，配置自治体の60％にあたる（都道府県は10件，
政令指定都市は5件である）。
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３．調査結果
Ａ①：配置の基準
• 公立学校の教員全体の「授業力」を向上させていくた
め，全校種に指導教諭を配置している。

• 全ての学校種で必要とされているため。

• 全校種において指導教諭が担う役割が必要であると
考えているため。

• 小学校教員の授業及び指導力の向上を図るため。

• 指導教諭の配置先については，各校種・教科ごとに配
置計画数を定め，地域バランスを考慮している。

• また学校規模や若手教員が多い学校，特別支援教育
などを基準としている自治体もある。
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３．調査結果
Ａ②：登用する資格要件
【教職経験】

• 10年以上とする回答が7件と多かった。

• 5年という回答も1件あった。

【年齢】

• 30歳：1件
• 35歳：3件
• 40歳：2件
• 45歳：1件
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３．調査結果
Ａ③：選考方法
• 面接審査：13
• 書類審査：9
• 授業評価：5
• 論文試験：3
• その他：6（勤務実績2，推薦書，集団討論など）
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３．調査結果
Ａ④：役割期待

• 学校の教員として自ら授業を受け持ち，所属する
学校の児童生徒等の実態等を踏まえ，他の教員
に対して教育指導に関する指導助言を行うため

• 所属校における指導助言や相談支援（ＯＪＴ担当
者）。地域等における指導助言や相談支援。授業
の公開（児童生徒の学力向上）

• 教員の育成（教員に対する授業改善等の指導）。
研究研修の支援（市教育センターとの連携）。近隣
校と連携した研修や教育相談等の実施。

• 校内及び市町内の特別支援教育の推進

14

３．調査結果
Ａ⑤：成果

• 初任者をはじめとする教職経験の少ない教員の
指導力・資質向上に大きく寄与。

• 授業改善に関する取組の活性化。

• 学級経営の改善，充実に関する取組の活性化。

• 校内及び市町内の特別支援教育の推進及びその
分野での専門性の向上。

• 校内研究・校内研修の活性化。

• 校内のOJTの活性化

• 学校の指導・運営体制の強化
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３．調査結果
Ａ⑥：配置上の緒課題

• 職務遂行時間の確保（兼務のため，指導教諭とし
ての活動時間が制約される）。

• 地域，バランスに配慮しつつ，教科や分野ごとに
配置することに苦慮している。

• 大量退職期に入り，指導教諭及び主幹教諭を担う
ことができる年齢及び経験をもつ教員が不足して
いる。受験者・人材不足，候補者の育成。
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３．調査結果
Ｂ①：未配置の主な理由（複数回答）

• 「主幹教諭など指導教諭以外の職の配置を優先し
ている」（20件・未配置回答の76.9%）

• 「指導教諭を配置する意義や効果が見いだしにく
い」（6件・23.1%）

• 「指導教諭を配置する財政的な余裕がない」（4件・
15.4%）となっている。

• 「その他」（2件・7.7％，財政的要因と独自制度）
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３．調査結果
Ｂ②：今後の配置計画

• 今後配置する予定は2自治体で共に2020年度から

⇒配置率が40％となるが・・・。
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３．調査結果
Ｂ③：配置するための課題

• 指導教諭を配置する意義や役割について検討・学
校現場の理解が必要。

• 予算の確保（財政状況が厳しい折，新しい俸給に
対する予算の確保が困難である）。

• 主幹教諭の配置が整っておらず，そちらの整備が
優先

• 指導教諭任命による人事の硬直化（指導教諭の
人事異動が制限されてしまう）。
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３．調査結果
Ｃ.制度を巡る議論や国への要望
• 特になし（なし）が15件と最も多い。
【未配置】

• 教頭，教務主任等の連携があれば，指導教諭の配置
は特に要しない。

• 主幹教諭の配置を優先している。
【配置】
• 指導教諭としての職務遂行時間の確保。

• 主幹教諭のように非常勤講師等による補充を要望す
る。

• 指導教諭の配置（教科や地域のバランス），指導教諭
の育成
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４．おわりに

• 指導教諭制度が創設され10年経過したが，配置
率は37％と少なく，都道府県・政令指定都市毎に
配置の相違がある。

• 今回実施した質問紙調査で，配置している自治体
からは，自校教員の授業力向上や校内研究・校内
研修の活性化，ＯＪＴの推進の成果があげられた。

• 一方で配置数が少ないことによるバランスの問題
や育成の課題等が指摘されている。
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４．おわりに

• 指導教諭を配置していない主な理由としては財政
的要因が大きく，加配措置のある主幹教諭を優先
的に配置していることが確認できた。

• また，指導教諭配置の意義や効果が見出しにくい
との回答も寄せられた。

• 指導教諭の配置について，自治体内で議論される
ことも文部科学省等への要望も「特にない」との回
答が多く，優先課題にもなっていない。
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４．おわりに

• 今後の研究課題は本質問紙調査を踏まえつつ，
各都道府県・政令指定都市における取組を精査す
ると共に指導教諭制度の意義を再検討していきた
い。
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